
土木建築委員会会議記録

土木建築委員長 鴛海 豊

１ 日 時

令和元年７月２６日（金） 午後１時３０分から

午後３時２６分まで

２ 場 所

第１委員会室

３ 出席した委員の氏名

鴛海豊、御手洗吉生、志村学、古手川正治、守永信幸、玉田輝義、堤栄三

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

吉村哲彦

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

土木建築部長 湯地三子弘 ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第６０号議案については、可決すべきものと総務企画委員会に回答することに、賛成多

数をもって決定した。

（２）第５２号議案のうち本委員会関係部分及び第７３号議案については、可決すべきものと

いずれも全会一致をもって決定した。

第７２号議案及び第７４号議案から第７９号議案までについては、可決すべきものとい

ずれも賛成多数をもって決定した。

（３）宇佐市の上水道水源「駅館川流域」の土砂災害の防止に関することについて、執行部か

ら請願処理結果の報告を受けた。

（４）県内所管事務調査のまとめとして、執行部から報告を受けた。

（５）平成３０年度予算の繰越しについて、指定管理施設の利用料金の改定及び指定管理者の

更新について、大分県地域強靱化アクションプラン２０１９の策定についてなど執行部か

ら報告を受けた。

（６）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

（７）県外所管事務調査の行程を決定した。



９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 矢野順子

政策調査課政策法務班 主幹 光延慎一



土木建築委員会次第

日時：令和元年７月２６日（金）１３：３０～

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係 １３：３０～１６：００

（１）合い議案件の審査

第 ６０号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（２）付託案件の審査

第 ５２号議案 令和元年度大分県一般会計補正予算（第１号）（本委員会関係部分）

第 ７２号議案 大分県道路占用料徴収条例の一部改正について

第 ７３号議案 大分県河川プレジャーボート等係留施設の設置及び管理に関する条例

制定についての

第 ７４号議案 河川の流水占用料等の徴収に関する条例の一部改正について

第 ７５号議案 海岸の占用料等及び海底の土地の使用料等の徴収に関する条例の一部

について改正

第 ７６号議案 大分県港湾施設管理条例等の一部改正について

第 ７７号議案 大分県入港料条例の一部改正について

第 ７８号議案 港湾区域等における占用料及び土砂採取料の徴収に関する条例の一部

について改正

第 ７９号議案 大分県砂防設備使用料等徴収条例の一部改正について

（３）請願処理結果の報告

請願 ３５－２ 宇佐市の上水道水源「駅館川流域」の土砂災害の防止に関することに

ついて

（４）県内所管事務調査のまとめ

①生活の安全・安心を高める道路整備について

（５）諸般の報告

①平成３０年度予算の繰越しについて

②指定管理施設の利用料金の改定及び指定管理者の更新について

③大分県地域強靱化アクションプラン２０１９の策定について

④「豊ちゃく２０１９」について

⑤大分県自転車活用推進計画の策定に係る進捗状況について

⑥国道２１２号（仮）鎌手トンネル工事の進捗状況について

⑦大分県土砂災害避難促進アクションプログラムの策定について

⑧大分県賃貸住宅供給促進計画の策定について

（６）その他



３ 協議事項 １６：００～１６：０５

（１）閉会中の継続調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

４ 閉 会



- 1 -

別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、土木建築委員会を鴛海委員長

開きます。

本日は、予算特別委員会の分科会もあわせて

行いますので、御了承願います。

本日は、委員外議員として吉村議員に出席い

ただいています。

委員外議員の方が、発言を希望する場合は、

委員の質疑の終了後に挙手し、私から指名を受

けた後、長時間にわたらないよう、要点を簡潔

に御発言願います。

まず、審査にさき立ちまして、執行部から発

言をしたい旨の申出がありましたので、これを

許します。

それでは、最初にお礼を申湯地土木建築部長

し上げます。

鴛海委員長をはじめ土木建築委員の皆さまに

は、去る６月４日から２７日までの間、延べ６

日間にわたって土木建築部の所管事務調査を実

施していただきました。この場をお借りして、

改めてお礼を申し上げます。各事務所で御指導、

御助言をいただいた点について、今後の土木建

築行政にしっかりといかしたいと思っています。

大変ありがとうございました。

さて、おととい梅雨が明けまして、今年はそ

れほど大きな被害は発生していませんけれども、

気を緩めることなく災害に備え、土木建築部一

丸となって防災・減災対策に取り組んでいきた

いと思っています。また、九州北部豪雨や台風

第１８号災害の早期復旧・復興に全力で取り組

むとともに、事業の早期発注や施行時期の平準

化に努め、大分県版地方創生はもとより、建設

業の働き方改革や就労環境改善をしっかりと支

援をしていきたいと思っています。引き続き御

指導、御助言をよろしくお願いします。本日の

委員会もどうぞよろしくお願いします。

それでは審査に入ります。鴛海委員長

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案９件及び、合い議のあった議案１件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

はじめに、総務企画委員会から合い議のあり

ました第６０号議案大分県使用料及び手数料条

例の一部改正についてのうち、本委員会関係部

分について、執行部の説明を求めます。

第６０号議案大分県三村公園・生活排水課長

使用料及び手数料条例の一部改正についてのう

ち、公園施設の使用料の改正について御説明し

ます。

お手元の土木建築委員会資料の１ページを御

覧ください。

１の改正の理由ですが、令和元年１０月１日

からの消費税法改正に伴い消費税率が１０％に

引き上げられるため、使用料の改正を行うもの

です。

２の改正の内容ですが、課税対象の使用料に

ついて、別表第１の抜粋のとおり約２％増の改

正を行うものです。

次に、資料２ページを御覧ください。

ただいま御説明した使用料のうち、大分スポ

ーツ公園の照明設備の増設に伴う、使用料の改

正について御説明します。

１の現状ですが、ラグビーワールドカップ開

催に向けて、組織委員会が示す照明基準を満た

す必要があることから、ドーム照明の最大照度

を１，５００ルクスから２千ルクスとするため

に照明の増設を行いました。

２の改正内容ですが、この照明増設に伴い、

新たに利用が可能となる最大照度２千ルクスの

使用料を設定するものです。

３の施行期日については、いずれも改正消費

税法施行日と同日の令和元年１０月１日です。

第６０号議案大分県使用料樋口建築住宅課長

及び手数料条例の一部改正についてのうち、建

築士法関係事務に係る手数料の改正について御

説明します。

資料の３ページを御覧ください。
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今回の改正は１０月１日に予定されている消

費税の税率引上げを主な理由として，地方公共

団体の手数料の標準に関する政令で定められて

いる建築士法関係の標準額が改定されたことに

伴い、引上げを行うものです。

県が所管する二級建築士又は木造建築士の免

許手数料については、国が示した標準額のとお

り１万９，２００円から１万９，３００円に１

００円の引上げとなります。同じく二級建築士

試験又は木造建築士試験の手数料についても１

万７，７００円から１万７，９００円へ２００

円の引上げとなります。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に、御質疑等もないので、第６鴛海委員長

０号議案について、採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに、御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと総務企画委員会

に回答することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって、本案のうち、本委員会関係部分につ

いては原案のとおり可決すべきものと総務企画

委員会に回答することに、決定しました。

次に、付託案件の審査を行います。

第５２号議案令和元年度大分県一般会計補正

予算（第１号）のうち、本委員会関係部分につ

いて、執行部の説明を求めます。

第５２号議案令和元年度大湯地土木建築部長

分県一般会計補正予算（第１号）の土木建築部

関係の総括的な内容について、御説明します。

先日の予算特別委員会での説明と重複する部

分もありますが、御了承ください。

委員会資料の４ページをお開き願います。

令和元年度７月補正予算説明資料です。

まず、今回の土木建築部に係る補正予算額で

すが、１補正予算額の表の中ほど、内訳の土木

建築部の欄に記載しているとおり、一般会計に

ついて、総務費で４，８９１万１千円、土木費

で３１０億１，００９万３千円、災害復旧費で

７６億３，５２０万円、総額で３８６億９，４

２０万４千円の増額をお願いするものです。

次に、その下の表の２の土木建築部の令和元

年度予算額の区分欄、一般会計の上から７行目

の計の欄を御覧ください。

既決予算額７０３億６，６２１万７千円に、

その右の今回補正予算額３８６億９，４２０

万４千円を増額しますと、さらにその右の計の

欄にあるとおり、補正後の土木建築部の一般会

計の歳出予算総額は、１，０９０億６，０４２

万１千円です。

さらにその下の内訳を御覧ください。

今回の補正予算額については、公共事業が３

１４億１，５０７万９千円、その内訳としては、

一般公共事業費が１９５億１，７７１万６千円、

災害関連事業費が６億３，２１０万円、国直轄

事業の負担金が３４億３，２８５万７千円、住

宅建設費が１億９，７２０万６千円、災害復旧

事業費が７６億３，５２０万円です。

その下、非公共事業は、７２億７，９１２万

５千円です。

続いて３の債務負担行為の補正ですが、一般

会計の追加分として、１件２，１００万円の増

額、一般会計の変更分として、４件２５億２，

０３５万８千円の減額をお願いするものです。

以上で総括的な説明を終わります。

補正事業の詳細については、関係課長から説

明しますが、先日の予算特別委員会で御説明し

た事業は、説明を省略しますので、御了承願い

ます。

第５２号議案令和元年渡辺土木建築企画課長

度大分県一般会計補正予算（第１号）のうち、

土木建築企画課関係分について御説明します。
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まず、土木建築部関係分の債務負担行為につ

いて御説明します。

委員会資料の５ページを御覧ください。

１の債務負担行為の補正（追加分）です。

表の１番目の都市政策推進費については、大

分スポーツ公園へのアクセスなど県都大分市の

交通円滑化を図るため、新公共交通システムの

導入可能性や自家用車利用の円滑化等について

検討業務を行うにあたり、令和２年度までの２

か年、限度額２，１００万円の債務負担行為の

追加をお願いするものです。

次に、２の債務負担行為の補正（変更分）で

す。

表の１番目の国道４４２号道路改良事業から

４番目の大分スポーツ公園等管理運営委託料ま

での４件全てについては、表右端の備考欄に整

理分と記載してあるとおり、３０年度２月補正

で御承認いただいた債務負担行為の変更分を、

今回の補正で改めて令和元年度予算に反映させ

るものです。

続いて今回補正する事業について、お手元の

令和元年度土木建築部予算概要により御説明し

ます。

１７ページをお開きください。

事業名欄の上から２番目、建設業育成指導費

補正額５千万円は、県が金融機関に資金を預託

することで、協調融資により４倍の融資枠を得

て、大分県建設業協同組合連合会を通じて公共

工事施工のための運転資金や、建設資材の調達

資金を建設業者に融資するものです。

道路建設課関係の補正予算種蔵道路建設課長

について御説明します。

引き続き、予算概要の２１ページをお開きく

ださい。

事業名欄上から３番目、（公）国直轄道路事

業負担金補正額１８億１，７８４万６千円は、

国土交通省が直轄管理する一般国道の改築等事

業の負担金です。

道路保全課関係の補正予算藤崎道路保全課長

について御説明します。

予算概要の２３ページをお開きください。

上から３番目、（単）交通安全事業費補正額

１億４，７２０万円は、道路利用者の安全を確

保するため、防護柵や道路標識、道路照明など

の交通安全施設の新設や維持補修を実施するも

のです。

その下、（単）道路防災事業費補正額２億７，

７５０万円は、道路ネットワーク及び利用者の

安全を確保するため、防災拠点等を結ぶ啓開ル

ートや孤立集落対策区間における道路法面の崩

壊・落石対策を実施するものです。

次に、２６ページをお開きください。

上から２番目、（単）道路改良事業費補正額

１２億２，３０８万円は、集落から病院へのア

クセス、通学・買物等の利便性の向上など、生

活の安全・安心を高めるため、未改良区間の拡

幅や線形改良などの整備を実施するものです。

河川課関係の補正予算について古庄河川課長

御説明します。

予算概要の３２ページをお開きください。

上から２番目の（公）ダム情報基盤総合整備

事業費補正額５，０７５万円は、洪水時におけ

る県民の避難準備時間や関係機関の水防初動体

制の確保のため、ダム諸量等のダム情報を提供

するためのシステム改修を実施する経費です。

次に、その一つ下、（公）国直轄河川事業負

担金補正額１１億８，１３０万４千円は、国土

交通省が管理する一級河川の直轄区間の河川改

修工事及びダム事業等に対する負担金です。

港湾課関係の補正予算について外池港湾課長

御説明します。

予算概要の３８ページをお開きください。

一番下の（公）国直轄海岸事業負担金補正額

１億８，０２０万円は、大分臨海工業地帯の背

後地に生活する県民の生命・財産などを守るた

め、国土交通省が直轄事業として実施する大分

港海岸の護岸改良整備に対する負担金です。

次に、４０ページをお開きください。

上から４番目、（公）地方港湾改修事業費、

補正額２億５，０１１万７千円は、地域の特性

をいかした地域開発を図るため、臼杵港などの

岸壁や泊地等の諸施設の整備を実施するもので

す。

その二つ下、（公）港湾改修統合事業費補正
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額１億５，３８１万５千円は、姫島港などにお

いて、岸壁や防波堤等の既存施設の機能維持及

び利便性の向上を図るため、維持補修及び局部

改良を実施するものです。

砂防課関係の補正予算について髙橋砂防課長

御説明します。

予算概要の４５ページをお開きください。

事業名欄の一番上の（公）火山砂防事業費補

正額４億２，６２１万２千円は、火山性の地質

が広がる地域にて、頻発する土砂災害から住民

の生命や財産を保全するため、土石流等のおそ

れのある箇所について、流木捕捉効果の高いス

リット付砂防堰堤の整備等を実施するものです。

次に、下から３番目の（公）砂防災害関連事

業費補正額６６０万円、その一つ下の（公）緊

急砂防事業費補正額５億９４０万円、その一つ

下の（公）緊急地すべり対策事業費補正額３，

６００万円、次の４６ページの一番上、（公）

緊急急傾斜地崩壊対策事業費補正額６，６００

万円ですが、これら四つの事業は、豪雨等によ

る土砂災害発生時に、機動的に緊急対策に着手

できるよう、砂防堰堤などの整備に係る経費を

あらかじめ確保するものです。

都市・まちづ岡本都市・まちづくり推進課長

くり推進課関係の補正予算について御説明しま

す。

予算概要の５２ページをお開きください。

上から３番目、（単）街路改良事業費補正額

１億２，３２２万８千円は、別府市の山田関の

江線ほか都市計画道路６路線の整備促進を図る

ものです。

その１つ下、（公）街路改良事業費補正額１

４億２，７９２万４千円は、大分市の庄の原佐

野線ほか、都市計画道路５路線の整備促進を図

るものです。

公営住宅室関係の補正予算大野公営住宅室長

について御説明します。

予算概要の６１ページをお開きください。

上から３番目、（公）既設県営住宅改善事業

費補正額１億９,７２０万６千円は、既設の県

営住宅において、大分県公営住宅等長寿命化計

画に基づき、住棟を計画的に改修するものです。

なお今回は、高齢者向け改善工事３３戸、給水

管更新工事５棟、外壁改修工事２棟、屋上防水

改修工事６棟を行います。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見があればお願いします。

一つ目、まず２３ページの身近な道改堤委員

善事業です。これは補正と合わせて８億円、大

体近年８億円がずっと続いていますが、市町村

を通じてきますから、非常に需要が多い事業だ

と思います。昨年度の実績及び採択の状況と、

今年度の計画はどうなっているのか教えてくだ

さい。

二つ目、４４ページ、（単）急傾斜地崩壊対

策事業です。昨年度の保全対象５戸以上の県営

と５戸未満の市町村営の実績はどういう状況か。

また、県営や市町村営の要望は多いと思うが、

毎年どれぐらい要望があがってくるのか。順番

待ちで、災害が起きてしまっては遅いわけです

から、やっぱり今後予算増額を含めて対応する

べきではないかなと思います。市町村からも結

構そういう要求はあがっていると思うが、検討

しているのか。

次は４９ページ、都市政策推進費です。昨日

ちょうど大分市と大分市選挙区の県議との懇談

会があったので、その中で大分スポーツ公園の

アクセスなど、大分市の交通円滑化について話

を聞きました。その中で、バスの高速輸送シス

テムＢＲＴとか岡原花公園周辺の駐車場の検討

というのが出たんだけれども、この都市政策推

進費との関わり、県と市が一緒になってやるの

か教えてください。

最後に６０ページ、県営住宅ストック活用推

進事業。これは空き住戸の老朽箇所の補修とか

浴室とか給湯器の設置等をするという説明があ

るんですけども、４階と５階といったところも

これに該当するのか、補修をするのか教えてく

ださい。

身近な道改善事業について、藤崎道路保全課長

細かい数字が今手元にないですが、年間各土木

事務所１０件ずつぐらいで１２０件ぐらい行っ

ていると思います。細かい数字はまた後ほど。
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（「ごめん。今年度の計画」と言う者あり）今

年度も同じぐらいです。

急傾斜事業ですけれども、まず髙橋砂防課長

市町村営の方ですが、昨年度は３５か所実施し

ています。今年は３３か所を予定しています。

市町村からは今６００か所ぐらい要望があがっ

ています。

続いて県営の方ですが、公共と単独費合わせ

て、今年度は９２か所を予定しています。昨年

度もこれぐらい実施しています。要望箇所も、

かなりの数があがっています。

それと予算の状況ですけれども、急傾斜事業

はこれまで市町村営合わせて大体１８億円から

１９億円の予算を計上していましたが、今年度

については予算書の４６ページの４番目に砂防

施設・急傾斜地災害防止緊急対策事業費、有利

な起債を活用した事業として１３億円計上して

います。これまで１９億円程度だったのが、こ

れを含めると今年度は２５億円程度になり、予

算を多く計上しています。引き続き砂防課とし

ては急傾斜に力を入れて整備を進めていきたい

と考えています。

大分スポーツ岡本都市・まちづくり推進課長

公園のアクセスについてお答えします。

委員会資料の５ページを御覧ください。

さきほど言われた新交通システムの導入可能

性や大分スポーツ公園への自家用車等のアクセ

ス改善については、７月１２日の代表質問でも

お答えしていますけれども、都市・まちづくり

推進課と大分市の都市計画課が共同事務局とな

り、都市政策推進費によって事業を進めていま

す。また、予算についても、令和元年度に９０

０万円、令和２年度債務負担行為で２，１００

万円計上し、計３千万円となっていますが、大

分県と大分市がそれぞれ２分の１ずつ出し合っ

て検討を進めます。

県営住宅ストック活用推進大野公営住宅室長

事業ですけれども、まず老朽化箇所の応急補修

については、基本的な点検は終わっていて、そ

の中で特に危険だと判定されたところを、この

事業費の中で詳細な点検を行って補修箇所を定

めて工事を行います。

それから、空き住戸の浴槽改善工事について

は、今年度は大分市内なんですけれども、入居

の希望倍率が基本的に高い団地で、上層階で空

き住戸があるところを選び、まずそこから工事

を始めていく計画にしています。

その大分市内の入居倍率の高い団地の堤委員

高層階の改修は、今年度どういうところを想定

をしているのか分かれば、一つ。

さっき急傾斜地の関係で、市町村事業が６０

０か所ぐらい要望があるということで、毎年３

３とか３５で推移してるんだけども、結局災害

が起きてしまったら遅いわけじゃないですか。

優先順位を決めて工事を発注するんだろうけど

も、いつ頃終わるのか、ちょっと残りが多すぎ

るなという感覚はあるんだけども、そこら辺は

県としてどう考えていますか。その２点を再度

聞かせてください。

まず浴槽設置の予定箇所で大野公営住宅室長

すが、戸数は３０戸を予定していますが、実は

今、どこをするというのは検討中で、予算を御

承認いただいたらすぐに執行できるように、た

だいま準備中です。

急傾斜対策事業の展開の方向性髙橋砂防課長

ですけれども、危険箇所が大変多く、例えば県

が対策を取る５戸以上のところ、県下に３，３

００か所ほどあります。そのうち対策済みが約

３２％というところで、やはり現在の予算規模

ではかなりの年数がかかると考えています。

また、市町村営、現下が１戸以上４戸以下、

これも１万か所ぐらい対策を施す必要があると

考えていますが、現在終わっているのが１，６

００か所ぐらいで、とてもハードだけの対策で

は県民の人命を守ることは難しいです。そこで

ソフト対策として、現在、土砂災害危険箇所の

基礎調査をしてどこの斜面が危険だということ

を我々が警戒区域の指定をし、それを受けて市

町村が危険な斜面がどこにあるか、どこに避難

すればいい、どういうルートで避難をすればい

いというハザードマップを急ぎ作成しています。

危険の場所、あるいは逃げる方法などを住民の

方々に知っていただき、土砂災害から県民の生

命を守っていくことも大切だと考え、ハード、
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ソフト両方の視点から急傾斜の対策を進めてい

きます。

さきほど、身近な道改善事藤崎道路保全課長

業の箇所数です。平成３０年度が１１５か所対

応しています。今年度は１２０か所の予定です。

（「はい、いいです」と言う者あり）

ほかに御質疑等はありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

それでは委員外議員の方は、御質鴛海委員長

疑ありませんか。

二点だけお伺いします。吉村委員外議員

５２ページの街路改良の庄の原佐野線はどう

いったところまで進んでいるのかというのを一

点お伺いします。

もう一点が、今、堤委員からもありましたが、

４９ページの大分スポーツ公園関係で、実は昨

日、今日と県の中体連が行われていると思いま

す。武道スポーツセンターができて、陸上競技

とバスケットが昨日、今日で開催されています。

私、昨日の午前中見に行ったんですけども、２

競技開催されているだけでも駐車場がない。恐

らくバスの駐車場が余りないのかと思うんです

が、この駐車場の枠をはみ出て自由に止めてい

るので、駐車スペースが潰れていると。２競技

で駐車場が足りなくて、保護者の方が非常に離

れたところに止めて、わざわざ歩いてくるよう

な状況が昨日、今日と起こっています。そうい

った際の駐車場の確保に関して、お考えがあれ

ば伺います。

庄の原佐野線岡本都市・まちづくり推進課長

下郡工区の現時点での進捗状況をお答えします。

現在、当街路事業に関わる建物の調査委託を

進めており、それに基づき大分県土地開発公社

が用地交渉等にあたるよう準備を進めていると

ころです。

スポーツ公園の渋滞三村公園・生活排水課長

が昨日、今日と発生していたことについてお答

えします。

実は、平成３０年の１１月にキリンチャレン

ジカップ―――大渋滞を起こしたサッカーのイ

ベントがあり、あれは日本サッカー協会が主催

した民間のイベントだったんですけれども、そ

れを契機に渋滞対策会議を開催しました。４回

ほど集中的に開催し、留意事項をしっかりとま

とめ、民間事業者がイベントの主催者の場合も、

指導や助言をしていこうということになりまし

た。

スポーツ公園には５千台の駐車スペースがあ

ります。早速、この渋滞対策会議を踏まえて、

ゴールデンウイークのサガン鳥栖戦に２万５千

人観戦客が入りましたが、我々の留意事項を伝

えたことにより、大きな混乱もなくうまくいっ

ています。武道スポーツセンターにおいて混乱

があったということを今伺いました。教育委員

会が武道スポーツセンターを所管していますが、

この情報を伝え、運営方法についてもイベント

主催者に伝えたいと思います。（「ありがとう

ございます」と言う者あり）

ほかに御質疑等もないので、第５鴛海委員長

２号議案について、採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり、可決すべきものと決することに、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本委員会関係鴛海委員長

部分については、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。

次に、第７２号議案大分県道路占用料徴収条

例の一部改正について執行部の説明を求めます。

第７２号議案大分県道路占藤崎道路保全課長

用料徴収条例の一部改正について御説明します。

土木建築委員会資料の６ページをお開きくださ

い。

本条例は、国の道路法施行令に準拠し、道路

占用料の徴収など必要な事項を定めています。

今般、消費税法等が一部改正されたことに伴

い、条例改正を行うものです。

道路占用料は、占用期間が１月未満である場

合に限り、課税対象となっていることから、消

費税法等の改正により、占用期間が１月未満で

ある場合の税率を８％から１０％に改正するも

のです。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません
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か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に、御質疑等もないので、これ鴛海委員長

より採決をします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

次に、第７３号議案大分県河川プレジャーボ

ート等係留施設の設置及び管理に関する条例の

制定について及び第７６号議案大分県港湾施設

管理条例等の一部改正については関連議案です

ので、一括して執行部の説明を求めます。

資料７ページを御覧く渡辺土木建築企画課長

ださい。

放置艇対策に関し、土木建築部から本議会に

２議案を上程していますが、その概要について

御説明します。

（１）現状・課題にあるとおり、県内では約

５， ７００隻の放置艇が存在しており、津波

による二次被害等が懸念されることから、早急

な係留保管の適正化が求められています。

このため（２）対策のとおり、県では放置艇

の解消に向け、ソフトとハード両面から対策に

取り組むこととしており、船舶所有者等に対す

る説明会の開催や行政指導等を実施するととも

に、必要に応じて係留保管場所を確保します。

また、本年４月には、今年度施行された大分

県プレジャーボート等の係留保管の適正化に関

する条例に基づき、全県に先駆け佐伯地区を適

正化推進区域に指定し、行政指導の徹底や港湾

等における係留施設及び河川における暫定係留

施設の整備を行うなど、係留保管の適正化に重

点的かつ優先的に取り組んでいるところです。

こうした取組を佐伯地区はもとより他の地区

でも進めていくとともに、係留に関する許可手

続や、施設使用料等を定めた関係規定が必要と

なることから、土木建築部からは（３）条例の

制定・改正にある２議案を上程しています。

各条例の詳細については、担当課長より御説

明します。

資料の８ページを御覧ください。古庄河川課長

第７３号議案大分県河川プレジャーボート等

係留施設の設置及び管理に関する条例の制定に

ついて、御説明します。

１経過及び理由ですが、平成３１年４月１日

に施行した大分県プレジャーボート等の係留保

管の適正化に関する条例の規定に基づき、４月

１２日に佐伯港及び中江川、中川を適正化推進

区域に指定したところです。

なお、適正化推進区域内における措置として、

適正化推進区域を指定したときには、適正に係

留保管をすることができる場所の確保に努める

ものとすると規定しています。

また、不法係留対策の取組が先行しています

佐伯地区において、平成３１年１月に中江川及

び中川における不法係留対策に係る計画書を策

定し、中江川及び中川に暫定係留施設を整備す

る区域を設定するとともに、令和元年度中に係

留施設を整備し、令和２年４月から運用を開始

する計画を定めたところです。

これらのことから、中江川及び中川に暫定係

留施設を設置し、令和２年度からの運用を開始

するにあたり、施設の設置及び管理について必

要な事項を定める本条例を制定するものです。

次に、条例の概要について御説明します。資

料９ページを御覧ください。

まず２設置ですが、河川におけるプレジャー

ボート等の適正な係留場所の確保並びに県民生

活の安全の保持及び良好な生活環境の保全を図

るため、と規定しました。

次に、３名称及び位置ですが、名称は中江川

プレジャーボート等係留施設及び中川プレジャ

ーボート等係留施設とし、いずれも河口近くに
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設置します。

４使用料については、大分県使用料及び手数

料条例により定めることとしており、係留場所

の幅が４メートルの区画を月額３千円とし、５

メートルの区画を月額３，６００円としました。

５利用の許可と利用許可の取消し等を第４条

から第５条に規定するとともに、７造作等の制

限と原状回復義務を第７条から第８条に規定し、

乗降用のはしご等を設置する場合には許可が必

要としました。

なお、利用申請や許可証の交付、許可期間な

ど必要な事項については、規則で定めることと

しています。

当該条例の御承認をいただいた後は、令和２

年４月の施行に向け、引き続き、船舶所有者や

地域住民と連携を図りながら、放置艇対策を推

進します。

第７６号議案大分県港湾施設管外池港湾課長

理条例等の一部改正について御説明します。資

料の１０ページをお開きください。

この条例は、１に記載しているとおり、港湾

法に基づき港湾施設の使用等の許可を受けた者

から徴収する使用料や占用料を定めたものです。

２の改正内容は三つあり、一つは放置艇対策

に係る係留施設の使用料を設定するものです。

これは、昨年制定し、本年４月から施行され

た大分県プレジャーボート等の係留保管の適正

化に関する条例に基づき、港湾区域内のプレジ

ャーボート等の適正管理を推進するため、令和

２年４月１日から小型船舶用泊地として水域に

係留施設を設置し、使用料を徴収することから、

その施設に係る使用料を設定するものです。

使用料の算定については、受益者負担の観点

から、整備や維持等に要する経費から算出して

います。

二つ目は、港湾施設使用料の一部について減

額措置を延長するものです。

大分港大在コンテナターミナルのコンテナク

レーンについては、競争力を確保し、利用促進

を図るため、港湾施設管理条例の附則により本

年９月末まで使用料を減額する措置を行ってい

ますが、消費税率を適正に転嫁した上で、引き

続き、利用促進を図る必要があることから、期

間を令和４年３月までの２年６月間、延長する

ものです。

三つ目は、消費税率の引上げに伴う改正です。

消費税法の改正により、令和元年１０月１日

から税率が引き上げられることから、使用料及

び利用料金に適正に転嫁するため引上げを行う

ものです。

３の施行期日については、消費税率の引上げ

に伴う改正及びコンテナクレーン使用料の減額

措置延長に関しては令和元年１０月１日、放置

艇対策に係る係留施設の使用料の設定について

は令和２年４月１日から施行することとしてい

ます。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

港湾施設の関係で、減額措置の関係は、堤委員

平成８年に作ってから延長、延長、延長と来て

いるみたいだけれど、これによって利用する企

業は増えてるの。

九州の各港のコンテナクレーン外池港湾課長

の使用量を見てみますと、大分港の競争相手と

考えられる細島港、志布志港、それから博多港

等々が大体大分県と同じ２万６千円程度です。

これらの港と同等に競争をしていくという観点

で減免をしており、この減免ゆえに現状維持を

続けていると我々は考えています。

ということは、他港より高くすると船堤委員

が来なくなる。でも船は利便性で来るでしょう。

博多港とか、大きな物流とかやっぱりいろいろ

あるからね。そこと料金は仮に一緒にしました

―――ちょっと低いのかな、これ。（「博多港

とほとんど一緒です」と言う者あり）一緒やろ

う。（「はい」と言う者あり）それで、量が増

えるとはあんまり思えないんだよね。結局、同

程度で推移するであろうという、希望的観測の

もとでずっと何十年間か減額措置してるんだけ

ども、そこはちょっと疑問が残るところです。

これはもういいです。

中川、中江川には数え切れな御手洗副委員長

いとは言わないけれども、かなりのボートが係
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留されていますが、この整備によって、全て整

理できるということなんですか。

河川についてお答えします。古庄河川課長

河川については、水の流れというのがあり、

なかなか本来は設置することができない箇所で

す。そういった中で、この中川、中江川に暫定

係留施設を設置することにより、不法に泊めて

いる、他の河川に泊めている船をこの箇所に一

時的に持ってきます。最終的には港湾などに持

っていくような形に努めたいんですが、少なく

とも今回は設置場所を作ることによって、佐伯

の河川に泊まっているプレジャーボート等につ

いては、基本的にこの箇所に誘導していきたい

と思っています。

中江川、中川以外にも、かな御手洗副委員長

りの河川に泊まっている。恐らく手続は取らん

で置いているんだろうと思うんですね。そうな

ると、今度整備することによって、誘導して設

置場所にということですが、ここは有料です。

今は無料ですから、放置船もかなりあるんです

よね。整備できればいいことなんですけれども、

どうなんですかね。１年間でやるということな

んですが、全て整備するというのは可能なんで

すかね。今、プレジャーボートはあちこち置い

てるんでね。堅田川も置いているし、木立川も

置いているし、番匠川も置いているしというの

が全部整理できるんですか。

まず、河川にプレジャ渡辺土木建築企画課長

ーボート等を置いてはいけないというのが前提

です。しかしながら、ずっと置いているという

経過があるので、どうするかということで、県

としても非常に頭を悩ませているところです。

基本的には、今ある船については、港湾等に施

設があるので、空いているところに移動してい

ただくというのがまずは前提です。

それから、農林水産部の所管ですが、漁船は

空いている漁港もあるやに聞いていますが、た

だ場所が遠いといった事情で、やっぱり近くに

置きたいという方もいて、所有者の意向という

のもあります。そこも勘案しながら、まずは中

川、中江川について今御意向を全て確認してい

ます。取りあえず置ける方については暫定係留

施設へという形で整理したということです。

そのほかの河川については、これからやって

いきますが、なかなか県民の厳しい御指摘もあ

りますけれども、そこは厳しいながらも温かい

目で県の取組を見守っていただきたいと考えて

います。何としてもやりたいと思っていますの

で、よろしくお願いします。

ほかに御質疑等はありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に、御質疑等もないので、まず、鴛海委員長

第７３号議案について採決します。

本案は、原案のとおり、可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案鴛海委員長

のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、第７６号議案について採決します。

本案は、原案のとおり、可決すべきものと決

することに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

さきほど出たプレジャーボートについ堤委員

ては別に反対しないんだけども、消費税と例の

コンテナクレーン等々の問題がありますから、

これはやっぱり反対せざるを得ません。

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

次に、第７４議案河川の流水占用料等の徴収

に関する条例の一部改正について及び第７５号

議案海岸の占用料等及び海底の土地の使用料等

の徴収に関する条例の一部改正について、執行

部の説明を求めます。

第７４号議案河川の流水占用料古庄河川課長

等の徴収に関する条例の一部改正について御説
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明します。資料の１１ページを御覧ください。

この条例は、１に記載しているとおり、河川

法第３２条第１項の規定に基づき、許可を受け

て河川の流水等を占用する者や土石等の河川産

出物を採取する者から、占用料等を徴収するた

めに必要な事項を定めたものです。

改正の理由及び内容としては、２に記載して

いるとおり、消費税法等の改正により消費税率

が８％から１０％に引き上げられることに伴い、

別表第一のうち流水占用料及び別表第二の河川

産出物採取料について消費税率の引上げを反映

した額に改めるものです。

施行日は、改正消費税法施行日と同日の令和

元年１０月１日としています。

続いて、第７５号議案海岸の占用料等及び海

底の土地の使用料等の徴収に関する条例の一部

改正について御説明します。資料の１２ページ

をお開きください。

この条例は、１に記載しているとおり、海岸

法第１１条の規定に基づき、許可を受けて海岸

や海底の土地を占用する者や、土石等を採取す

る者から占用料等を徴収するために必要な事項

を定めたものです。

改正の理由及び内容としては、２に記載して

いるとおり、消費税法等の改正により消費税率

が８％から１０％に引き上げられることに伴い、

別表第二の土石採取料及び採取料について消費

税率の引上げを反映した額に改めるものです。

施行日は、改正消費税法施行日と同日の令和

元年１０月１日としています。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ鴛海委員長

り採決します。

まず、第７４号議案について、原案のとおり

可決すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

次に、第７５号議案について、原案のとおり

可決すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

次に、第７７号議案大分県入港料条例の一部

改正について及び第７８号議案港湾区域等にお

ける占用料及び土砂採取料の徴収に関する条例

の一部改正について、執行部の説明を求めます。

第７７号議案大分県入港料条例外池港湾課長

の一部改正について御説明します。資料の１３

ページを御覧ください。

この条例は、１に記載しているとおり、港湾

法に基づき入港料の徴収について必要事項を定

めたもので、対象となる港湾や船舶は、大分港

に入港する７００トン以上の船舶となっていま

す。

改正内容は、消費税率の引上げに伴う改正で

あり、令和元年１０月１日から税率が引き上げ

られることから、入港料に適正に転嫁するため

引上げを行うものです。

施行期日については、改正消費税法の施行日

と同日の令和元年１０月１日としています。

続いて、第７８号議案港湾区域等における占

用料及び土砂採取料の徴収に関する条例の一部

改正について御説明します。資料の１４ページ
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をお開きください。

この条例は、１に記載しているとおり、港湾

法に基づき占用料及び土砂採取料の徴収に関し、

必要事項を定めたものです。

２の改正内容ですが、消費税率の引上げに伴

う改正であり、令和元年１０月１日から税率が

引き上げられることから、土砂採取料に適正に

転嫁するため引上げを行うものです。

施行期日は、改正消費税法施行日と同日の令

和元年１０月１日としています。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、これよ鴛海委員長

り採決します。

まず、第７７号議案について、原案のとおり

可決すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

次に、第７８号議案について、原案のとおり

可決すべきものと決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

次に、第７９号議案大分県砂防設備使用料等

徴収条例の一部改正について執行部の説明を求

めます。

第７９号議案大分県砂防設備使髙橋砂防課長

用料等徴収条例の一部改正について御説明しま

す。資料の１５ページをお開き願います。

この条例は、１に記載しているとおり、許可

等により砂防設備の使用又は砂防設備である立

木等の伐採若しくは芝等を採取する者から、砂

防法第２７条の規定に基づき使用料等を徴収す

るために必要な事項を定めたものです。

２の改正理由は、消費税法等の改正に伴い、

改正後の消費税率を萱等の採取料に適切に転嫁

するためです。

３の改正内容は、萱等の採取料について、表

示のとおり改正を行うものです。

４の施行日については、改正消費税法施行日

と同日の令和元年１０月１日としています。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

これはちょっと説明を聞きながら思っ堤委員

たんやけど、必要なんですか。戦後やったら分

かるんで、萱とか笹とか。実際にはまだ必要あ

るのかなと思って。どうですか。

この条例で使用料と採取料とを髙橋砂防課長

定めており、使用料は年間４０万円程度ありま

す。ただ、採取料は過去の実績はありません。

ただ、今これを廃止すべきかどうかというのは、

ちょっと今のところ判断ができません。住民の

方から採取の申出があれば、この条例に基づい

て料金をいただいてということになります。

ほかに御質疑等はありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、これ鴛海委員長

より採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議あり」と言う者あり〕

御異議がありますので、挙手によ鴛海委員長

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕
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賛成多数であります。鴛海委員長

よって本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。

以上で、付託議案の審査を終わります。

次に、請願処理結果について執行部より報告

をしたい旨の申出がありましたので、これを許

します。

第１回定例会で採択された請願髙橋砂防課長

３５－２宇佐市の上水道水源「駅館川流域」の

土砂災害の防止に関することについて、請願の

処理状況を御説明します。

黄色の表紙の請願処理結果報告の３ページに

処理の経過及び結果を記載しています。あわせ

て委員会資料の１６ページをお開きください。

この請願は、駅館川の上流にある養豚場に起

因する土砂災害を防止するため、災害危険区域

に隣接する養豚場の開発行為や造成工事等に対

し、防災上適切な対策の指導や助言を行うこと

を求めて、養豚場周辺の地域住民で組織する東

・納持の環境を守る会から提出されたものです。

委員会資料の１６ページは、現地周辺の航空

写真です。

写真の中央に位置している建物が養豚場の施

設で、周辺の黄色で囲んだ部分は、土砂災害警

戒区域を表しています。

養豚場周辺の土砂災害警戒区域については、

平成３１年４月１７日に出水期前の点検を実施

しました。

点検では、警戒区域内の浸食状況、斜面の浮

石や亀裂等を調査し、危険度は低いと判断した

ところです。結果については、５月２２日に宇

佐市へ報告を行っています。

なお、養豚場施設の下側にある市営住宅は、

老朽化等により現在は使用されておらず、住居

者はいません。

養豚場の左側に青で表示しているのが、養豚

場事業者が設置した構造物の位置で、下の写真

が構造物の状況です。

敷地内の構造物については、建築基準法を所

管する宇佐市が、所有者に対して安全性の確認

を求めていると報告を受けています。

県としては、今後も宇佐市に対して技術的な

助言を行います。

以上で、報告は終わりました。鴛海委員長

これより、質疑に入ります。質疑はありませ

んか。

今、この市営住宅には入居さ御手洗副委員長

れていないんですよね。いないんですけども、

市営住宅と養豚場はどちらが先にできたの。

正確には、そこはまだ確認して髙橋砂防課長

いません。

予測するんですけども、養豚御手洗副委員長

場があるから市営住宅には誰も入らなかった、

あるいは老朽化したからいなくなったのか。

市営住宅に関してですけど樋口建築住宅課長

も、建設年度については、資料を持ち合わせて

ませんけれども、周辺にも同じような市営住宅

を宇佐市が持っています。中でも、この地域の

この棟に関しては、昨年の災害時のときには１

名いらっしゃいましたけれども、すぐ避難をし

て近くの空き住戸の方に移ったということです。

現在は入居者はいないという状況です。

何のことか分かりにくいかと御手洗副委員長

思うんですけども、要するにこの養豚場につい

て、宇佐市は許可しとるんでしょうね。だから

できたと思うんですが。

許可に関しては、まず一つ樋口建築住宅課長

は、この写真を見ていただくと、三つの青い構

造物があります。これは建築基準法上、擁壁に

該当するかどうかという判断が必要になります。

そこで請願処理結果の報告にあるように、今、

特定行政庁である、建築基準法を所管している

宇佐市から所有者に対して、その擁壁の構造―

――どういうふうに積まれているのか、どうい

うふうに補強されているのかということを報告

するように求めているところです。その内容が

出てきたら、建築基準法上の構造とか、土の圧

力の関係とか、構造計算等の確認を宇佐市がす

ることになります。宇佐市にはその確認結果を

報告するよう依頼しています。そこで基準に合

致しないとか疑義があるような場合は、我々も

技術的な助言をすることにしています。

ほかに御質疑等はありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕
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委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑等もないので、以上鴛海委員長

で請願処理結果の報告を終わります。

次に、去る６月４日から、２７日にかけて実

施した県内所管事務調査のまとめに入ります。

県内所管事務調査では、道路事業について多

くの質疑がありましたので、生活の安全・安心

を高める道路整備について執行部に説明をお願

いしたいと思います。

生活の安全・安心を高める藤崎道路保全課長

道路整備について説明します。

資料の１７ページを御覧ください。

左側を御覧ください。道路保全課が所管して

いる道路整備についてです。

一つ目は国土強靱化を進める防災・減災対策

で、緊急輸送道路上の法面対策や橋梁の耐震化

を行っており、大規模災害が発生した際に救命、

救援活動を支える緊急輸送道路の確保に努める

ものです。

また２番目として通学路の歩道整備等の交通

安全対策です。本年度大津市で発生した事故を

踏まえ、毎年行っている通学路合同点検に加え、

未就学児の移動経路についても学校や警察など

の関係機関とも連携しながら、対応するよう取

り組んでいるところです。

３番目として橋梁・トンネル等の道路施設の

老朽化対策で、定期的に行う点検の結果をもと

に、必要に応じて順次対策を行っているところ

です。

４番目として適切・効率的な維持管理で、日

常のパトロールに加え夜間や異常時にも随時パ

トロールを行い、事故防止に努めるとともに、

道路照明のＬＥＤ化や防草対策など維持管理の

効率化も図っているところです。

次に右側を御覧ください。特に国土強靱化を

進める防災・減災対策としての道路法面対策で

す。南海トラフ巨大地震の発生が予想される中、

緊急輸送道路上の法面対策や、孤立集落を解消

するため、国の３か年緊急対策費を積極的に活

用し重点的に整備しています。

次に１８ページをお開きください。

現在、県内初となるラウンドアバウトの導入

に向けて、国道５００号と県道山香院内線が交

わる宇佐市安心院支所前の交差点において、本

年１０月より社会実験に着手する予定としてい

ます。

ラウンドアバウトは、信号制御が不要な円形

交差点で、交通事故の抑制効果等も期待できる

ことから、全国３１都府県８７か所において導

入されています。

主な機能・効果としては、交差点手前で必ず

徐行するため、重大事故の削減が図れる、また、

赤信号による無駄な待ち時間の削減が図れるほ

か、赤信号での停止がなくなることによるアイ

ドリング時間の短縮による環境負荷が低減され

るなどがあります。

県では、平成２９年度より導入の検討を始め、

昨年度には、学識者や有識者も交えた大分県ラ

ウンドアバウト検討委員会を設置し、技術的な

面はもちろんのこと、障がいを抱える方々や運

輸・運送業に携わる方々など、多角的見地から

の意見、要望を取り入れながら、１０月から社

会実験を行うよう取り組んでいます。今後は、

県内所管事務調査の際にも御意見をいただいた

歩行者の安全確保を含め、様々な検証をしてい

きたいと考えています。

以上で説明は終わりました。鴛海委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

一点だけ。後で教えていただ吉村委員外議員

ければ大丈夫です。

県道６１０号松岡日岡線なんですけども、こ

の前、自転車事故があったところなんですが、

そこだけに限らず、特にその線は太陽光発電の

街灯がポイント、ポイントに結構たくさん付い

てるんですけど、全て消えています。ちょっと

前に大分東警察署経由で声はかけているんです

が、またその状況が分かりましたら、後ほどで

大丈夫ですので教えてください。



- 14 -

分かりました。じゃあ後ほ藤崎道路保全課長

ど。

ほかに御質疑等はありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、以上で鴛海委員長

県内所管事務調査のまとめを終わります。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

ありましたので、これを許します。

まず、①と②の報告をお願いします。

平成３０年度予算の繰渡辺土木建築企画課長

越しについて御報告します。

土木建築委員会資料の１９ページの繰越額年

次推移表を御覧ください。

平成３０年度から令和元年度への明許繰越し

については、繰越限度額を３０年第３回及び第

４回定例会並びに３１年第１回定例会で、御承

認をいただいたところです。

その限度額については、一般会計と特別会計

を合わせて、表の右下、太枠で囲んでいる合計

欄にあるとおり、４３０億２，６６７万３千円

で、前年度に比べ約６６億円の減となっていま

す。

これは、平成２９年九州北部豪雨や台風第１

８号の災害復旧事業などがあった２９年度の最

終予算と比べると、一般会計と特別会計を合わ

せた平成３０年度の最終予算が、約１４８億円

の大幅な減額となったことが大きな要因です。

その確定額は、その下にあるとおり、３２１

億１，５２３万６千円で、限度額に占める確定

額の割合は７４．６％となっています。

これは、前年度の災害復旧事業の影響があっ

たものの、繰越しの早期承認を活用した工事着

手時期の前倒しを行うことで、事業の進捗を図

ったものです。

また、事故繰越しは、最下段の右側にあると

おり、６１件 １２億８，７００万円です。

いずれも、平成２９年九州北部豪雨や台風第

１８号による災害復旧に関連する事業において、

用地の取得にあたり相続関係の処理に不測の日

数を要し工事の発注が遅延したことなど、やむ

を得ない事由により、事故繰越しとなったもの

です。

今後も引き続き、繰越しの早期承認などを有

効に活用するとともに、事故繰越しの縮減に向

けて、鋭意、事業の執行に努めていきたいと考

えています。

続いて、土木建築部関係の指定管理施設の利

用料金の改定及び指定管理者の更新について、

御報告します。

委員会資料の２０ページをお開き願います。

まず、１の指定管理者制度導入施設の状況の

表を御覧ください。

現在、指定管理者制度を導入している土木建

築部所管施設は、①の大分県リバーパーク犬飼

など計７施設です。

そのうち、①の大分県リバーパーク犬飼を除

いた②から⑦までの６施設の使用料については、

令和元年１０月からの消費税率引上げに伴い、

引上げ分を使用料に転嫁することとしており、

今議会に使用料及び手数料条例の一部改正案を

提出しています。

一方、利用料金制を採用している①の大分県

リバーパーク犬飼及び②の別府港機械管理駐車

場等の２施設については、施設の設置条例に基

づき、利用料金の改定を行う予定としています。

また、大分県リバーパーク犬飼、大洲総合運

動公園の２施設については、表の一番右の指定

期間のとおり、今年度末で指定管理の期間が満

了となり、指定管理者の更新の対象となります。

それでは、まず利用料金の改定について御説

明します。２の指定管理施設の利用料金の改定

についてを御覧ください。

利用料金制は、四角囲みにありますように、

利用料金を指定管理者自身の収入として収受す

るものであり、施設の設置条例で規定する上限

・下限の範囲内で、県の承認を受けて指定管理

者が利用料金の額を設定することになっていま

す。

今回の改定の基本的な考え方ですが、使用料

と同様、消費税率の引上げに対応して、当該利

用料金の改定を行うものです。

改定金額については、その下の指定管理施設

の利用料金改定（案）の表を御覧ください。

まず、大分県リバーパーク犬飼では、多目的
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グラウンド使用料及び艇庫使用料をそれぞれ２

％程度引き上げます。

また、別府港機械管理駐車場等では、駐車場

使用料収入の全体を２％程度引き上げるよう、

表の区分のとおり、それぞれの料金を改定する

ものです。

次に、指定管理者の更新について、御説明し

ます。２１ページを御覧ください。

３の指定管理者の更新についてですが、今回

の更新対象施設のうちリバーパーク犬飼は、

（１）の表のとおり、多目的グラウンド２面と

カヌー艇庫が主な施設で、現在は豊後大野市が

指定管理者となっています。

また、大洲総合運動公園は硬式野球場、テニ

スコートなどが主な施設で、体育保健課が所管

する大分県立総合体育館と一括して、ファビル

ス・プランニング大分共同事業体が指定管理者

となっています。

次に、（２）の指定期間・選定方法について

ですが、両施設ともに令和２年４月から令和５

年３月までの３年間を公募により選定すること

としています。なお、大分県立総合体育館のう

ちフェンシング場を除く体育館部分は、令和２

年４月に大分市へ移管される予定です。

（３）の目標指標についてですが、両施設と

も利用者数を目標指標とし、リバーパーク犬飼

については、前回の目標値と同様の年間９，６

００人とし、大洲総合運動公園については、施

設の稼働率等を勘案し、過去３年間の平均値を

基に年間１８万８千人としています。

次に、今後のスケジュールについて御説明し

ます。２２ページをお開きください。

まず、大洲総合運動公園については、８月中

旬に大分市と共同で募集を開始し、１０月中旬

までの約２か月間募集を行う予定です。

また、リバーパーク犬飼については、９月下

旬に豊後大野市と共同で募集を開始し、１０月

下旬までの約１か月間募集を行う予定です。

両施設の募集期間が異なるのは、リバーパー

ク犬飼について、豊後大野市が市所管分の施設

をオートキャンプ場等のアウトドア施設へ改修

する計画であり、市のリバーパーク犬飼条例の

改正の議決が、９月の市議会で得られた後に募

集を開始するためです。それに伴い、募集期間

が１か月程度短くなりますので、８月下旬にホ

ームページ等で事前に募集の告知を行う予定と

しています。

最後に、上から二つ目の枠にあるとおり、第

３回定例会で債務負担行為予算議案を御審議い

ただき、その後、第４回定例会で指定管理者の

指定議案について御審議いただく予定としてい

ますので、よろしくお願いします。

ただいまの報告について、質疑、鴛海委員長

御意見などはありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、次に③鴛海委員長

と④の報告をお願いします。

続いて、資料の２３ページ山本建設政策課長

を御覧ください。

大分県地域強靭化アクションプラン２０１９

の策定について御説明します。

アクションプランの構成についてですが、平

成２７年度に策定した大分県地域強靭化計画を

着実に推進させるための主要施策をアクション

プランで明示しており、毎年度策定して各施策

の進捗管理を行っています。

アクションプランは、３章から構成されてお

り、第１章はプランの位置付けと構成、第２章

は各プログラムの推進計画等、第３章はプログ

ラム推進のための主要施策となっています。

次に、資料の２４ページをお開きください。

第１章プランの位置付けと構成ですが、防災

・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策を

踏まえた重点的な取組を追記しました。

また、達成された代表的な指標を整理してお

り、これまでに全１４８指標のうち３７指標が

達成されています。

第２章では、防災・減災、国土強靭化のため

の３か年緊急対策を踏まえた重点的な取組につ

いて津波、浸水被害、土砂災害、情報伝達の不

備、孤立集落の発生、農地・森林等の荒廃など
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１４のリスクに備えるハード及びソフト施策を

まとめています。具体的には、浸水対策では、

広域河川改修事業として、河川内樹木伐採や河

床掘削など短期間で治水安全度が図れる対策を

実施します。

情報伝達関係では、河川緊急情報基盤整備事

業として河川水位情報等を災害時でも適切に提

供できるための観測機器設備改修、避難行動の

判断情報となる河川カメラの整備を実施します。

第３章では、プログラム推進のための主要施

策を記載しており、第２章の推進計画にあわせ

て整理しています。

策定スケジュールについてですが、６月１７

日に幹事会を行いました。今後、大分県地域強

靭化推進委員会委員長の決裁、７月末公表に向

け、作業を進めているところです。

豊ちゃく２０１９について種蔵道路建設課長

御報告します。

委員会資料の２５ページを御覧ください。

豊ちゃくは、今後５年間の道路の開通目標を

公表することにより、職員の事業進捗管理意識

の徹底及び県民への説明責任向上などを目的に

平成１６年度から実施している取組です。

まず、上の表の豊ちゃく２０１８の達成状況

を御覧ください。

平成３０年度は、杵築市の主要地方道大田杵

築線（溝井工区）の１．９キロメートルなど、

４９区間１５．４キロメートルの開通目標を揚

げて、整備に取り組みました。

その結果、５２区間１６．０キロメートルが

開通し、目標を上回ることができています。

その下の豊ちゃく２０１９の開通目標を御覧

ください。

今年度も、今後５年間に開通を目指す１４０

区間５２．５キロメートルについて、県民の皆

さんに事業スケジュールや期待される効果を公

表したいと考えています。

特に、今年度の開通目標としては、大分空港

道路４車線化の４．１キロメートルや一般県道

大泊浜徳浦線（深江工区）の０．８７キロメー

トルなど、全体で４７区間１６．０キロメート

ルを予定しています。

今後も、事業進捗管理の徹底を図り、豊ちゃ

くに基づき着実な事業の推進に努めます。

ただいまの報告について、質疑、鴛海委員長

御意見などはありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、次に⑤鴛海委員長

と⑥の報告をお願いします。

大分県自転車活用推進計画種蔵道路建設課長

の策定に係る進捗状況について報告します。

委員会資料の２６ページをお開きください。

平成２８年１２月に自転車活用推進法が成立

し、昨年６月に自転車活用推進計画が閣議決定

されたことを踏まえ、大分県版の計画策定に向

けて、昨年度から作業を進めてきました。

具体的には、安東副知事及び関係部長で構成

する委員会を設置し、検討を進めるとともに、

有識者会議に諮り、様々な立場から幅広い意見

をいただきながら、計画案を取りまとめたとこ

ろです。

計画案では、国の計画を踏まえつつ大分県の

事情を反映し、自転車利用の促進等による健康

寿命日本一の実現、サイクリスト・フレンドリ

ーな「おんせん県おおいた」の実現、自転車交

通の役割拡大による良好な都市環境の形成、自

転車事故のない安全で安心な社会の実現の四つ

の目標を掲げ、１２の施策により自転車の活用

を推進します。

なお、国の計画が３か年の２０２０年度まで

で見直されることから、県の計画期間も翌２０

２１年度までの３か年とし、計画の実施状況や

社会情勢を踏まえ、見直しを行います。

今後のスケジュールは、８月中にパブリック

コメントを行い、１０月頃には計画を完成させ、

県民や市町村等に周知を図りながら自転車の活

用についての機運醸成を行うとともに、各施策

の具体的な取組を進めます。

続いて、平成２９年１２月に契約した国道２

１２号の仮称鎌手トンネル工事の進捗状況につ

いて御説明します。
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委員会資料２７ページを御覧ください。

本事業は、日田市大山町の国道２１２号にお

いて、急カーブが多く幅員が狭い上、急峻な地

形から落石が発生するなどの課題があるため、

延長２，４００メートルの響峠バイパスとして

整備するものです。

本工事は、平面図の中央・赤色実線部の仮称

鎌手トンネルのトンネル工事を行うものです。

このトンネルは、延長６１３メートルであり、

現地では、４月２５日に掘削が完了し、現在は

覆工コンクリート等の作業を順調に進めていま

す。今後は、今年１２月の完成を目指して工事

を進めます。

２８ページをお開きください。

次に工事の変更内容について説明します。

トンネル掘削時に軟弱層が出現したため、掘

削時の作業員の安全を確保するために補助工法

を追加したことにより増額するものです。

また、工事を進めるにあたり、工期内の労務

単価や鋼材等の資材費の変動に対処するため、

公共工事請負契約約款に規定するインフレスラ

イドの条項を適用し、実勢価格に応じた工事費

に変更し増額するものです。

これにより契約金額は、当初１８億４，５９

１万４，４００円に対し約３億８千万円の増額

を見込んでいます。

これについては、次回の第３回定例県議会に

おいて金額変更の契約議案を上程したいと考え

ています。

ただいまの報告について、質疑、鴛海委員長

御意見などはありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、次に⑦鴛海委員長

と⑧の報告をお願いします。

大分県土砂災害避難促進アクシ髙橋砂防課長

ョンプログラムについて、御説明します。

資料の２９ページを御覧ください。

平成３０年７月の西日本豪雨では、県内の避

難率が１％と著しく低かったことから、実効性

のある避難を確保するための取組の重要性を認

識し、学識経験者、住民、ボランティア等から

なる土砂災害に関する避難促進検討会議を設置

しました。

会議では、避難行動を促進または阻害する要

因を把握するため、近年、災害の被害が大きか

った日田市、中津市、津久見市の土砂災害警戒

区域内にある約６，０００世帯を対象にアンケ

ート調査を行いました。

その結果、過去の災害経験や防災教育等を通

した知識、家族や近所の人などからの手助け、

声かけが避難の促進に大きく寄与することを確

認したところです。

そこで、実効性のある避難を確保するため、

行政と住民が連携して行う取組、大分県土砂災

害避難促進アクションプログラムを取りまとめ

ました。

具体的には、地域の防災リテラシーの向上の

ために、防災講座やハザードマップ、タイムラ

インを活用した避難訓練を実施します。また、

地域コミュニティにおける共助の推進のために、

防災リーダーを対象としたスキルアップ講座の

開催などに、取り組んでいきます。

今後とも、土砂災害の防止と被害の軽減を図

り、県民の安全安心の確保に努めます。

大分県賃貸住宅供給促進計樋口建築住宅課長

画の策定について御報告します。

委員会資料の３０ページをお開き願います。

平成３１年第１回定例会中の土木建築委員会

で、本計画の概要について報告したところです

が、６月４日から７月４日までパブリックコメ

ントを行い、県民からの意見を取り入れた上で、

最終案をまとめましたので、改めて計画の概要

について説明します。なお、前回の計画から追

記や変更をした箇所に二重線を引いています。

資料左上の１計画の位置付けを御覧ください。

本計画は、図の中央に記載している大分県住

生活基本計画の個別計画であり、平成２９年１

０月に改正された住宅セーフティネット法第５

条に定められたもので、計画期間は、上位計画

にあわせ、令和７年度までの７年間です。

資料右上２策定の趣旨に示しているとおり、本
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県の政策である子育て満足度日本一、健康寿命

日本一の実現に向け、住宅確保要配慮者に対す

る賃貸住宅の供給及び円滑な入居の促進に関す

る施策を官民一体となって、総合的かつ効果的

に推進するために策定するものです。

４本計画の概要を御覧ください。主な施策と

して、民間賃貸住宅に関しては、円滑な入居の

促進や管理の適正化を図るため、セーフティネ

ット住宅の登録数を１，７５０戸とする目標を

掲げています。今後は、福祉団体や不動産関係

団体などで構成される居住支援協議会と連携し、

住宅確保要配慮者と賃貸人とのマッチング体制

を構築することで円滑な入居を促進します。公

的賃貸住宅に関しては、適正な住環境の提供と

管理の適正化を実施するため、県、市町村など

で構成する地域住宅協議会にて、大分県の公営

住宅マスタープランを策定し、県と市町村が協

働で公営住宅のマネジメントを実施します。

本計画に対するパブリックコメントに寄せら

れた海外からの留学生とともに生活する国内の

学生にも配慮してほしいとの意見を踏まえ、留

学生が多い本県の実態を考慮し、要配慮者に留

学生の生活を支援する学生を加えました。今後、

大分県居住支援協議会に説明を行ったのち公表

する予定です。

ただいまの報告について、質疑、鴛海委員長

御意見などはありませんか。

今の住宅セーフティネットの関係で玉田委員

すけど、住宅確保要配慮者の円滑入居賃貸住宅

の登録数というのは、厚労省と国交省のホーム

ページを見ると、大分県の場合２戸となってい

ます。そんなに少ないのかなと思って、びっく

りしたんですけど、この数字は本当でしょうか。

どうなってるのかなというのが一つ。急なので、

分かってからでいいです。

もう一つは、そういう登録をするときに、民

間だった場合に改修費とか補助制度があるやに

聞いていますけども、それを利用したところが

あるのかなということ。

三つ目が、登録目標が１，７５０戸となって

いるんですけど、仮に登録数がさっきの２戸だ

ったとすると、１，７５０戸というのはちょっ

と―――多いほどいいんですけど、その辺の実

現の見通しを含めてお話を聞きたいなと。

まず登録数ですけれども、樋口建築住宅課長

今日現在で大分県内は１２戸です。内訳は、大

分市内に８戸、別府市内が４戸です。登録目標

は１，７５０戸ですけれども、まず当初、全国

で国交省が掲げたのが１７万５千戸でした。そ

こから各県、数字が伸びないということがあり、

登録料の廃止であるとか、そういった手続を踏

み、少しずつですが伸びている状況です。

ただ、委員おっしゃるように、目標値までは

なかなか各県遠いということで、いろんな体制

を組んでいますけども、本県としては、まずは

さきほど申し上げた支援協議会のメンバーをし

っかりと増やしていって、支援法人も同時に増

やさないといけないと思っています。登録数だ

けではなくて、登録した後のフォローを支援法

人さんにしっかりとしていただくという、マッ

チングする体制を作っていかないといけないと

思っています。ちなみに支援法人が今、４施設

です。

目標としては、やはり県内全域をカバーでき

るようにやっていきたいと思っています。１，

７５０戸の目標値の算定については、国の算定

式があり、その算定式に基づいて１，７５０と

設定したところです。登録数を増やすことに関

しては、協議会全体で努力していこうと思って

います。

それから、国が実施している改修の補助です

けれども、県内ではまだ今のところ利用したと

いう報告は受けていません。

はい、分かりました。玉田委員

ほかに御質疑等はありませんか。鴛海委員長

〔「なし」と言う者あり〕

委員外議員の方は、御質疑ありま鴛海委員長

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

委員長、ちょっとよろしいでし髙橋砂防課長

ょうか。

さきほど補正予算の中で、堤委員の質疑に対

する説明で、市町村営の対象の箇所と整備済み

の箇所の数字が一部間違っていましたので、訂



- 19 -

正させてください。

対象は約１万、対策済みが１，６００という

説明をしましたが、これは県営を合わせた数字

でして、再度細かいところまで言うと、県営の

対象が３，３００か所で、対策済みが１，０５

５か所です。市町村営の対象が７，５９７か所、

対策済みが５１２か所です。

委員の皆さん、訂正をお願いしま鴛海委員長

す。

ほかに御質疑等もないので、これで諸般の報

告を終わります。

委員の皆さま、この際、何かありませんか。

国の国土強靱化に伴った県土強靱化志村委員

でかなりの予算を組み立てていただき、各土木

事務所も今準備をしていると思います。本当に

効果の上がる事業ができてくると思うんですが、

問題はその後、個々の家の耐震診断ですね。こ

れが地震対策では非常に大きいと思っています

が、５６年度以前の家屋については耐震診断の

事業をずっとやってきましたけれども、それは

今どうなっていますか。その進捗をまず聞きた

いと思います。

まず、木造建築住宅の耐震樋口建築住宅課長

診断ですけれども、事業としては住宅耐震化総

合支援事業で継続しています。平成３０年度の

実績は、耐震診断が２０９件、改修に至ったの

が４５件です。それから、まだ分からないとい

う方たちにアドバイザーの派遣制度があります。

この派遣が２６０件の実績があります。２９年

度に比べるとそれぞれ伸びている状況です。た

だ、２９年は熊本地震の直後であったので、だ

んだん数字が伸びているんですけれども、実質

耐震化の目標値としては、国の住宅・土地統計

調査によって数字が出てくるので、令和２年度

末にどのくらい伸びてきたのかというのが分か

る状況です。大分県としては、現在のところ、

令和２年度までに８２％ぐらいまでは伸ばして

いきたいなと思っているところです。

そのほかに特定建築物の耐震として、大規模

なホテル―――これ、ホテルと店舗も耐震化が

義務付けとなった施設があり、全２０施設が対

象ということで、平成２８年１０月にスタート

して公表しています。この進捗については、新

聞でも出ましたけれども、杉の井ホテルなどが

対象で、現在、設計に着手したのがそのうち１

７施設、それから改修に着手したのが１６施設

です。現在、完了したのがそのうち１１施設で、

約５５％は改修が終わりました。まだ設計等着

手してないところもあり、継続してオーナーさ

ん等に今お話に行っているところです。

令和２年度に８２％という目標です志村委員

ね。一時期ずっと余り人気がなかった事業だっ

たけど、随分利用者が多くなってきたような気

がします。最近では、メーカーさんが造った住

宅で、不良材料を使ったりしていて非常に不安

だという声もある。最近のものだってそんなこ

とが出てきてるんですけれども、それはそれと

して置いといて、５６年以降でも不安な家がや

っぱり出てくると思うんですね。いつその方々

に対する施策に手を伸ばすかということが、こ

れから課題だと思うんですね。だから、それを

少し考慮していきながら、８２％という目標に

できるだけ近づけて、次のステップに取り組ん

でいただきたいと思っています。ぜひその辺の

お考えをお聞かせいただければと思います。

委員おっしゃるとおり、い樋口建築住宅課長

ろんな心配をされている方は多くいると聞きま

す。まず、さきほど申し上げたアドバイザーは

一定資格を持って講習を受けた方に担っていた

だいており、建築士事務所協会に申し込めば、

また、我々行政に御連絡いただければ、派遣の

手続ができます。そういった方たちの不安な部

分の解消はできるかと思います。

あわせて、さきほどの特定耐震等が進みます

と、まだまだ耐震化の数字を上げるためにはい

ろんな施設もあります。今後の検討課題として、

そういったところをどうするかを今考えていま

す。引き続き検討していきます。（「どうぞよ

ろしくお願いします」と言う者あり）

道路の維持管理になると思う御手洗副委員長

んですが、交差点を含めて、横断歩道の白線が

消えかかっているところがあります。昨年はお

もてなし予算だったんですかね。今年は別枠で

お願いしてるわけなんですけれども、学校周辺
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を見ると、消えかかっているんじゃなくて、も

う消えてしまっているようなところが多数あり

ます。早急に安全上の取組をお願いします。要

望だけしときたいと思います。

要望ということでよろしいですか鴛海委員長

ね。（「はい、分かりました」と言う者あり）

ほかにないようですので、これをもちまして、

土木建築部関係の審査を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔委員外議員・土木建築部退室〕

それでは、閉会中の所管事務調査鴛海委員長

の件について、お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中の継続調査をしたいと思いますが、御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がありませんので、所定の鴛海委員長

手続を取ることにします。

次に、前回の委員会で日程等を決定いただい

た県外所管事務調査について、お手元に配布し

ています行程のとおり実施したいと思います。

まず、事務局に説明させます。

〔事務局説明〕

以上、事務局に説明させましたが、鴛海委員長

御質疑等はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、県外所管事務調査につ鴛海委員長

いては、この案で決定します。

今後の変更については、私が判断させていた

だきますので、御一任願います。

なお、欠席される場合や、部分的に行程を変

更する場合は、早めに事務局へ連絡してくださ

い。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これを鴛海委員長

もちまして委員会を終わります。

お疲れさまでした。


